
駐輪場をご利用される際は、指定の場所へ正しく置いて下さい。

（指定の場所以外の駐輪や、道路等への駐輪は絶対におやめ下さい。通行の妨げや、事故等の発生の原因

　にもなります。）

マンションにご入居頂いている皆様が気持ちよく駐輪場をご利用頂く為、駐輪場をご利用されるお客様へ

駐輪される自転車・バイク等へ、当社指定ステッカーを貼って頂きます様お願い致します。（※下記参照）

又、建物により駐輪できる環境は様々です。

□自転車・バイク等の持込をお断りさせて頂いている建物

□ご利用頂く際、駐輪代等の料金が必要な建物

□利用台数を制限させて頂いている建物

□車種や排気量によりお断りさせて頂いている建物 ・・・等々

駐輪場を新たにご利用される際や、新たに購入をご予定されている場合等、予め当社までご確認下さいま

す様お願い致します。

万一、ステッカーの貼り付けていない自転車・バイク等が見受けられた場合、一定期間告知の上、撤去・

処分の対象とさせて頂きます。
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この辺りに貼付

※必ず見える位置に貼付して下さい。
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